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第１　はじめに
本稿では、「物を生産する方法の発明」についての
検討を行う。
最初に、「物を生産する方法の発明」の考え方を整
理する。次に、「物を生産する方法の発明」に関する
仮想事例（仮想発明）を例にして、（１）物を生産す
る方法の発明に係る特許権の侵害を回避したいと考
える立場（例えば、被疑侵害者／ライセンシー等の

立場）、あるいは、（２）物を生産する方法の発明に
係る特許権を活用したいと考える立場（例えば、発
明者／出願人／特許権者の立場）から、生産する方
法の発明に係る特許権の効力に関する検討をいくつ
か行いたいと思う。

第２「物を生産する方法の発明」の考え方
まず、本稿の対象である「物を生産する方法の発
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